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共創コミュニティ創出支援事業委託業務仕様書 
  

１．業務目的 

（１）本市産業の活性化のためには、地域発のスタートアップ（※1）の創出を促し、新たな時代の成長分野を生

み出していくことが求められている。このため本市では、令和３年１０月に産学官が連携して発足した東

三河スタートアップ推進協議会へ参画し、スタートアップが生まれ、育つ環境整備、すなわち、地域に適

したスタートアップ・エコシステム形成に着手したところである。 

（２）こうした本市が目指すエコシステム形成のためには、地域内外のスタートアップ、新規事業創出・スター

トアップとの共創に積極的な地域事業者の社員・経営者、エンジェル投資家、VC、金融機関、大学研究

者、支援機関等が、相互の関係性を深め、本地域発の新たなビジネスの創出に向けた連携、支援、切磋琢

磨が生まれるコミュニティづくりに取り組む必要がある。 

（３）また、当地域では起業時における主な資金調達手法は、そのほとんどが融資によるもので、投資により資

金調達する例は極めて少ない。さらに、新事業創出の手法としてオープンイノベーションを始めとする外

部連携の考え方も更に浸透させる必要がある。スタートアップの成長過程において、投資による資金調達

及び事業者との共創は、非常に重要な要素であるため、地域の人材が、投資やオープンイノベーション等

の実現に必要なことを学び、実践できる場を設ける必要がある。 

（４）本事業は、上記（１）をふまえ（２）、（３）を推進することで、スタートアップと地域の事業者等が共

創により共に発展し、地域発のイノベーションを起こすことを目的とするものである。 

※1 スタートアップ：優れたビジネスプランを持つ起業家または起業家候補 

 

 

２．業務内容 

令和５年度は、地域内外のスタートアップ及び事業者向けに、それぞれ勉強会を実施した。さらに、地域外の

エンジェル投資家やVC等を呼び込み、地域事業者とスタートアップによる共創を促進するピッチイベントも開催

した。こうした取り組みを通じて、地域外の人材の呼び込みや、地域の事業者、経営者と接点をつくることがで

きた。今後もこうした取り組みをさらに強化し、本地域発のスタートアップ及び新規事業創出に取り組む地域事

業者を増やしていく必要がある。さらに、その事業の成長を支援していくことも必要である。 

本年度は、コミュニティがさらに発展することを目指し、以下の業務を実施する。なお、受託者は東三河スタ

ートアップ推進協議会と連携し、各業務にあたること。 

 

Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 Ｒ７～ 
  

  
        

 

            

共創型コミュニティ形成に向け

た仕組みづくり 

・スタートアップ向け勉強会 

・事業者向け勉強会 

・ピッチイベント 

※延べ220名が参加 

シード調達を達成

するスタートアッ

プの創出 

事業化に至るオー

プンイノベーショ

ン等の事例の創出 

本 事 業 

スタートアップチャレンジ交付

金(※2)による資金調達支援 

・５者に交付 

・交付したスタートアップの

事業成長フォロー 

・スタートアップチャレンジ

交付金による新たなスタート

アップへの資金支援 

共創型コミュニティの発展 

・勉強会の開催及びメンタリング機会の確保 

・ピッチイベント及び交流会の開催 

スタートアップチャレンジ交付

金による資金調達支援 

・５者（仮）に交付 
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※2 スタートアップチャレンジ交付金：エンジェル投資を受ける等、優秀なビジネスプランをもつスタートア

ップ（プレシードを想定）を後押しするため、本市より上限250万円で交付を行う。 

 

（１）共創コミュニティ形成に向けた伴走支援 

① 共創の場の発展 

共創コミュニティの発展のために必要な施策の洗い出しと組み立てについて、随時専門的見地から助言と情報

提供を行うこと。 

② コミュニティメンバーの充実 

東三河スタートアップ推進協議会と連携し、地域内外のスタートアップ、新規事業創出・スタートアップとの

共創に積極的な地域事業者の社員・経営者、エンジェル投資家、VC、金融機関、大学研究者、支援機関等からな

るコミュニティを充実させるために、地域内外の人材、事業者等を積極的に巻き込むこと。 

③ 新たなコミュニティメンバーの巻き込み 

 具体的な方策を実施し、新たな地域事業者を巻き込むこと。 

④ 関係構築及び事業創出支援 

地域におけるスタートアップの資金調達及び地域事業者との共創による新事業創出が促進されるよう関係構築

を支援すること。 

 

 

（２）定期的な成長機会及び共創機会の提供 

① 勉強会の開催及びメンタリング機会の確保 

８回程度勉強会を開催すること。勉強会には少なくとも以下の内容を盛り込み企画すること。 

 

＜スタートアップ向け＞ 

・事業成長に必要な考え方、スキル 

・事業者との協業、エンジェル投資家等から投資を受ける際の注意点、ピッチのポイント 

・エンジェル投資家やVC、個別関連のある地域事業者の社員や経営者、先輩スタートアップ等がアドバイスを行

う場（メンタリング機会）の提供、及び両者の接点構築 

・参加者によるスタートアップチャレンジ交付金の活用 

・スタートアップチャレンジ交付金の過去採択スタートアップのフォローアップ 

＜新規事業創出に取り組みたい地域事業者向け＞ 

・新事業創出に必要な考え方、スキル 

・スタートアップとの協業に必要な考え方や、協業の際の注意点 

 

② ピッチイベント及び交流会の開催 

事業化を目指すスタートアップが資金調達や事業者との共創を目的に、新規事業創出やスタートアップとの共

創に積極的な事業者の社員や経営者、エンジェル投資家、VC、金融機関ら向けに、ビジネスプランを発表するピ

ッチイベントを３回程度開催すること。開催に際し、登壇するスタートアップの募集（各回５者以上うち地域内

１者以上）と地域内外のエンジェル投資家や事業者等の参加調整を行うこと。なお、賞金の支給や投資が発生し

た際は、エンジェル投資家等とスタートアップの間で直接やり取りすることとする。 

 

 

（３）スタートアップチャレンジ交付金審査会の運営補助 

・市が交付するスタートアップチャレンジ交付金の認定審査会の運営補助を行う（審査方法・審査員・評価表に

ついて、専門的知見からアドバイスを行う）。また、審査員の選定補助にあたり、審査員に対する謝金及び旅費

の支払いも行うこととする。 
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（４）その他関連業務 

① 事業実施計画書の作成（契約締結後速やかに） 

② 本市地域イノベーション推進室との定例ミーティングの開催（議事録作成も行うこと） 

③ ホームページの作成及びSNSを活用した効果的な情報発信 

④ 事業関係者との連絡調整、費用の支払い（謝金・旅費、会場への使用料等の支払い） 

⑤ 本事業をより効果的に実施するため、スタートアップ関連の他事業との連携を図ること 

⑥ 首都圏で本市スタートアップ・エコシステムの拡充や、首都圏スタートアップの誘致等に取り組む職員との

連携により、事業推進を図ること 

⑦ 実施報告書の作成（電子データ、令和７年３月中） 

 

 

３．目安となるスケジュール（契約締結日から令和７年３月３１日まで） 

名称 Ｒ６年度 

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 
共創コミュニ

ティ形成に向

けた伴走支援 

          

定期的な成長

機会及び共創

機会の提供 

          

スタートアッ

プチャレンジ

交付金認定審

査会の補助 

          

その他関連業

務 
          

 

 

４．ＫＰＩ 

以下の達成を目指すものとする。 

・スタートアップの資金調達件数（出資、融資、補助金の獲得）：１０件 

・地域事業者の新規参加者数：５０名 

・ベンチャークライアントモデル等の地域発スタートアップと地域内外の事業者によるプロジェクト、または地

域内外のスタートアップと地域事業者によるプロジェクトを組成し、プレスリリースした件数：５件 

 

 

５．役割分担 

本事業の役割分担は以下を想定している。 

※本役割分担はあくまで想定であるため、状況に応じて柔軟に対応すること。 

事業内容 事業者 市 備考 

（１）共創コミュニティ形成に向けた伴走支援 

① 共創の場の発展業務 ○ △ 
事業者は専門的知見から助言と情

報提供を行う 

参加者の募集及び勧誘・関係構築支援・制度設計業務 

ピッチイベント ピッチイベント ピッチイベント 

勉強会及びメンタリング 

スタートアップチャレンジ交付金交付への助言 

事業実施 
計画書提出 

週1回程度の定例ミーティング 
実績報告書提出 

審査会 
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② コミュニティメンバーの充実 〇 △ 
地域内外の人材、事業会社の巻き

込み 

③ 新たなコミュニティメンバーの巻き込み 〇 △ 新たな地域事業者を巻き込み 

④ 関係構築及び事業創出支援 〇 △  

（２）定期的な成長機会及び共創機会の提供 

① 勉強会の開催及びメンタリング機会の確保 〇 ー  ８回以上 

② ピッチイベント及び交流会の開催 〇 ー  ３回以上 

（３）スタートアップチャレンジ交付金審査会の運営補助 

① 
スタートアップチャレンジ交付金審査会の運営

補助（審査員の謝金及び旅費の支払いも行う） 
△ ○ 

事業者は審査を補助し、交付金の

執行は市が行う 

（４）その他関連業務 

① 事業実施計画書の作成 〇 ー   

② 
本市地域イノベーション推進室との定例ミーテ

ィングの開催（議事録作成も行う） 
〇 △   

③ 
ホームページの作成及びSNSを活用した効果的

な情報発信 
〇 ー   

④ 
事業関係者との連絡調整、費用の支払い（謝

金・旅費、会場への使用料等の支払い） 
〇 ー   

⑤ 
本事業をより効果的に実施するため、スタート

アップ関連の他事業との連携を図ること 
〇 △ 市は、関連他事業の進捗等を共有 

⑥ 

首都圏で本市スタートアップ・エコシステムの

拡充や、首都圏スタートアップの誘致等に取り

組む職員との連携により、事業推進を図ること 

〇 △  

⑦ 実施報告書の作成 〇 ー   

△は協力して行うもの 

 

 

６．その他業務実施に係る要件 

① 受託者は、不測の事態により、定められた期日までに作業を終了することが困難になった場合は、遅滞な

くその旨を委託者に連絡し、その指示を受けるものとする。この場合、受託者は、作業が困難となった事情

を速やかに解決し、作業の遅れを回復するよう努めなければならない。 

② この業務は受託者が自ら実施するものとする。ただし、再委託することが業務遂行に有用であると認めら

れる場合には、事前に委託者の承認を得て再委託することができる。 

③ 受託者は、本業務の実施過程で知り得た情報については、第三者に漏洩してはならない。ただし、委託者

の了解を得たうえで関係者に情報提供することはできる。 

④ 「本市情報セキュリティに関する基本方針」（本市ホームページ掲載）を遵守すること。 

⑤  成果物の作成には、本市の指定するファイル形式を使用すること。 

⑥ 本仕様書に記載のない事項または疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議し、その決定に従うこと。 


